
ドライクリーニング工場に関する用途規制 

○ドライクリーニングを営む工場に対する用途規制は 以下のとおり
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○ドライクリ ニングを営む工場に対する用途規制は、以下のとおり。 
  ・引火性溶剤を用いる場合は、工業系用途地域のみ立地可能、 
  ・引火性溶剤を用いない場合は、作業場の床面積の規模に応じて 
   立地制限 

○ただし、特定行政庁が、個別に、当該用途地域における環境を害する
おそれがない等と認めて許可した場合には立地可能おそれがない等と認めて許可した場合には立地可能

※この他、一定量以上の危険物の貯蔵又は処理に供する施設については、 
  別途立地を制限。 


